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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年度の決算に基づいて健全

化判断比率等を算定し、監査委員による審査、またその意見を付して議会に報告するととも

に、市民の皆様へ公表することとなっております。

　この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じ

て、財政の早期健全化及び財政の再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の

実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資する

ことを目的とし、早期健全化及び再生等の計画策定の義務等を含めた全体の法律の施行は平

成２１年４月からですが、財政の健全化に関する比率の公表については、平成２０年４月か

ら施行されています。

　公表するのは、①実質赤字比率　②連結実質赤字比率　③実質公債費比率　④将来負担比

率（以下「健全化判断比率」といいます。）と⑤資金不足比率　の５指標です。健全化判断

比率のうち１つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上

である場合は財政再生計画を定める必要があります。

　また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要が

あります。

　平成２２年度決算に基づき算定された南城市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表

のとおりすべて基準を下回りました。

　しかしながら、南城市の財政が厳しい状況であることには変わりはなく、これからも行財

政改革を推進していきます。

　※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合、実質公債費比率又は将来負担比率が算

定されない場合は「－（該当なし）」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示す。

　※資金不足比率が算定されない場合は「－（該当なし）」で表示

し、参考に黒字の比率を（△）で示す。
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項　　目 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率

海浜公園事業

特別会計

早期健全化基準 13.2513.2513.2513.25 18.2518.2518.2518.25

財政再生基準

経営健全化基準 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0

平成２２年度

項　　目 水道事業会計 下水道事業特別会計


